様式第7号（第７条関係）
興福健指第　号

助成金等交付決定通知書

申請者名
　　年　　月　　日 申請の興部町妊産婦健康診査事業に対し、
金　　　　　　円を交付します。ただし、次の事項を守らなければなりません。
　　年　　月　　日
興部町長　硲　一寿　

１　この助成金の交付の対象となる事業及び経費並びに助成金の額は、次のとおりです。
	助成対象事業
	助成対象経費
	助成金の額

	[bookmark: _GoBack]興部町妊産婦健康診査事業
	健診　　回
超音波検査　　回


	


２　次の各号のいずれかに該当するときは、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがあります。助成金の額の確定があった後においても、また同様とします。
　（１）　この助成金を他の用途に使用したとき。
　（２）　助成対象事業の執行に関し、この助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件をその他法令等若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき。
　（３）　虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
３　前項の規定による処分に関し、助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）に興部町補助金等交付規則に基づき計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
４　助成金の返還が命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付しなかった場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額）に興部町補助金等交付規則に基づき計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
（福祉保健課　担当）
